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北
海
道
開
発
庁
長
官
な
ど

に
在
任
中
、
２
社
か
ら
計
１

１
０
０
万
円
の

わ
い
ろ
を

受
け
取
っ
た
と
し
て

受
託

収
賄
や
あ
っ
せ
ん
収
賄
な
ど

四
つ
の
罪
に

問
わ
れ
た
新

党
大
地
代
表
の
衆
院
外
務
委

員
長
、
鈴
木
宗
男
被
告

比
例
北
海
道
ブ
ロ
ッ
ク

の
上
告
に
対
し
、
最
高
裁
第

１
小
法
廷
は
８
日
ま
で
に

棄
却
す
る
決
定
を
し
た
。
懲

役
２
年
、
追
徴
金
１
１
０
０

万
円
と
し
た
一
、
二
審
判
決

が
確
定
し
、
収
監
さ
れ
る
見

通
し
。

金
築
誠
志
裁
判
長
ら
裁
判

官
５
人
全
員
一
致
の
意
見
。

鈴
木
被
告
は
決
定
に
対
し

て
異
議
申
し
立
て
が
で
き
る

が
、
退
け
ら
れ
れ
ば
実
刑
が

確
定
し
、
国
会
法
、
公
選
法

の
規
定
に
基
づ
い
て
議
員
を

失
職
す
る
。決
定
は
７
日
付
。

刑
期
終
了
後
５
年
間
は
立
候

補
で
き
な
い
。

国
会
議
員
が
実
刑
確
定
で

失
職
す
る
の
は
、
２
０
０
３

年
１
月
の
中
村
喜
四
郎
元
建

設
相
（
現
衆
院
議
員
）
以
来

で
、
衆
参
両
院
事
務
局
に
よ

る
と
戦
後
４
人
目
。

国
会
の
要
職
に
就
く
鈴
木

被
告
は

日
投
開
票
の
民
主

党
代
表
選
に
立
候
補
し
て
い

る
小
沢
一
郎
前
幹
事
長
を
支

援
し
て
お
り
、
今
回
の
決
定

は
選
挙
の
行
方
に
も
何
ら
か

の
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が

あ
る
。

被
告
側
は
「
請
託
や
わ
い

ろ
の
授
受
は
な
い
」
と
無
罪

を
主
張
し
て
い
た
。

決
定
理
由
で
金
築
裁
判
長

は
、
北
海
道
開
発
局
発
注
工

事
を
め
ぐ
る
受
託
収
賄
罪
に

つ
い
て
の
み
言
及
し
「
職
員

に
対
す
る
指
導
の
形
を
借
り

た
働
き
掛
け
は
金
銭
を
対
価

に
行
わ
れ
、
北
海
道
開
発
庁

長
官
の
職
務
に
密
接
な
関
係

が
あ
る
」
と
判
断
。

一
、
二
審
が
認
定
し
た
開

発
局
に
よ
る
受
注
業
者
指
名

の
官
製
談
合
に
つ
い
て
、「
正

当
な
職
務
と
は
い
え
な
い
」

と
し
て
受
託
収
賄
罪
の
成
立

に
必
要
な
職
務
権
限
が
な
い

と
の
弁
護
側
主
張
を
退
け

た
。一

連
の
事
件
で
は
、
鈴
木

被
告
の
ほ
か
に
、
側
近
と
さ

れ
る
佐
藤
優
元
外
務
省
主
任

分
析
官

ら
計

人
が
起

訴
。
鈴
木
被
告
と
の
共
謀
を

認
定
さ
れ
た
元
秘
書
２
人
を

含
め
、
全
員
の
有
罪
が
既
に

確
定
し
て
い
る
。

控訴審判決で東京高裁に入る鈴木宗男被告
＝ 年２月

最
高
裁
が

上
告
棄
却

民
主
代
表
選
に
影
響
も
戦後４人目
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